
通行規制概要
１ 工 事 名 ：一般国道４０８号清原立体(仮称)鋼橋上部工建設工事
２ 規制箇所 ：宇都宮市氷室町地内（清原工業団地交差点～清原東小前交差点）
３ 規制日時 ：令和５(2023)年10月５日（木）、10月６日（金） 23：00～翌朝3：30

※規制日時は天候等により変更となる可能性があります。
４ 規制内容 ：通行止め（国道１２３号）

※歩行者自転車については通行可能ですが、清原工業団地交差点部で
迂回いただきます。

５ 迂 回 路 ：図に示す迂回路を参考に迂回願います。

清原立体(仮称)の橋梁架設工事に伴い、令和５(2023)年10月５日(木)・６日(金)の２日間、夜間通行止めを行います。

一般国道４０８号 宇都宮市清原工業団地交差点 夜間通行止め について一般国道４０８号 宇都宮市清原工業団地交差点 夜間通行止め について

問合せ先 栃木県県土整備部 道路整備課 電話：028-623-2414 メール：doro-seibi@pref.tochigi.lg.jp
宇都宮土木事務所 整備部整備第三課 電話：028-626-3166 メール：utsunomiya-dj@pref.tochigi.lg.jp
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規制の詳細（宇都宮土木HP）

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h51/

宇都宮土木事務所 清原立体

二次元バーコード

※位置図及び拡大図は電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成しています。


